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平成1 ３年度当初予算 基本事務事業目的評価表

[基本事務事業名] 良好な住宅・宅地供給促進事業 （１０１）

[評価年月日] 平成１２年１２月４日

[主担当部課名] 建築住宅課

[記入課名・課長名・電話] 建築住宅課 竹中範男 ０５９－２２４－２７２１

1 総合計画の政策体系上の位置づけ

政策： まちづくりの推進 （Ⅴ―４）

施策： ゆとりあるすまいづくり （ ４ ）

総合計画の目標項目： 良好な住宅・宅地の供給促進

波及効果・副次的効果を及ぼすと考えられる施策： 県土の計画的な利用の促進

２ 基本事務事業を巡る環境変化（過去、現状、将来）

・ 少子・高齢化の進行、環境制約の増大、安全性、快適性等に関する県民ニーズの高度化

・ 都市農地を取り巻く状況の変化（生産緑地法が発足、都市農地税制の変化、大規模開発の減

少、袋地状の土地の増加、農住組合の設立要件の緩和）

・ 景気低迷とともに、地価安定時代に入り、住宅・宅地供給等の事業採算性が低下等により今

後の事業動向の予測が難しくなった。

・ 農住組合法は時限立法であり、平成１３年に改正又は廃止される。

３ 基本事務事業の目的と成果

3-(1) 対象と意図（何をどういう状態にしたいのか）

県民が安全で安心できる良好な居住水準を確保するため、民間による良好な住宅､住宅地の供給

がなされるように､市街化区域内農地の有効な活用を図る事業や道路等の住宅宅地に関連する公共

施設整備などを行い、誰もが良好な住宅・住宅地が入手でき、住み続けられるような条件整備を進

める｡

通勤可能な距離において、市街化区域内農地の活用や市街地の整備により、良質な賃貸住宅の供

給と良好な住環境の宅地供給を行う。

3-(2) 成果指標名・成果指標式（総合計画の目標項目には＊を付す）

成果指標名：宅地整備率

区画整理整備済面積＋施行中換算面積（※）

成果指標式：

区画整理認可済面積＋計画区域面積

※                                     当該年度までの事業費  当該年度までの貸付金    １
施行中換算面積＝補助事業施行中面積 × × 貸付金施行中面積 ×

                                        基本事業費                              貸付金全体計画額   ３

② 変更した場合の成果指標名・成果指標式

3-(3) 設定した成果指標に関する説明（指標動向に影響する要因、指標の有用性、設定の理由など）

・ この成果指標により、県内の区画整理事業の整備状況を表す。

・区画整理整備率は、区画整理事業が完成した地区面積や現在施行中の地区の内、補助事業費

や貸付金等を投入した地区の施行面積等を換算して設定した。
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・区画整理事業は事業主体が組合等であるため経済の動向や土地価格の変動等により事業の立

ち上げ及び進捗が大きく左右され、指標動向にも影響する。

3-(4) 結果（施策における2010年度の目標）

住民が、それぞれの地域で、一人ひとりの立場にあった住まい方を選択し、ゆとりと豊かさが実

感できる住宅・宅地が安定的に供給されている。

４ 基本事務事業の評価

４-(1) 前年度（H11年度）における基本事務事業の結果評価

①前年度に行った内容と成果

＜建築住宅課長＞

都市部における未利用地、市街化区域内農地の有効活用を図り、良質な宅地の供給を図るため、

「三重県農と住の調和したまちづくり推進協議会」等の活動を通じて、地域住民に対し農住組合制

度に関する研修・普及啓発を行うとともに、市街化区域内農地を活用する農住組合に対する設立支

援として、土地の現況調査（遺跡調査）に対し、指導、補助を行った。

三重県内の農住組合設立数の累計は、全都道府県で最も多い２０組合となり、全国総数のおおよ

そ３分の１を占める。

②前年度に残った課題

＜建築住宅課長＞

景気の低迷と、地価安定時代に入り、農住組合の行う事業が推進しにくくなっている状況の中で、

新規農住組合の設立を促進するために、関係部局がより一層の連携を促進するとともに、農住組合

制度の普及・啓発を促進する必要がある。

４-(２) 本年度（H12年度）における基本事務事業の見込み評価

①本年度行っている内容と本年度終了時に見込まれる成果

＜建築住宅課長＞

前年に引き続き、「三重県農と住の調和したまちづくり推進協議会」の活動を行うとともに、農

住組合が実施する土地の現況調査に対し、指導、補助を行う。

②本年度残ると思われる課題

＜建築住宅課長＞

景気の低迷等により、新規農住組合の設立がなかったため、設立の可能性のある地区について積

極的な働きかけを、関係部局が連携し行う必要がある。

５ 基本事務事業の改革方向

＜建築住宅課＞

前年に引き続き、「三重県農と住の調和したまちづくり推進協議会」の活動を行うとともに、農
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住組合が実施する土地の現況調査に対し、指導、補助を行う。また、新規農住組合の設立に対して

も、引き続き積極的な働きかけを行う。

平成１３年度からは住宅マスタープランの検討内容を受け、ユニバーサルなすまいの確保を目指

し、住情報・相談体制の検討・整備、福祉・耐震等に対応した住宅改修技術の向上、安否確認シス

テムの設置及び環境共生住宅・住宅団地の整備促進に関する事業を行うことで、良好な住宅の供給

を促進する。

６ 成果指標値及びコスト等の推移

成果指標値 予算額等（千円）

目 標 実 績

総合計画

目標数値 所要時間（時間）

必要概算

コスト（千円）

5,219,107前々年度

（Ｈ10年度）
６２％ ６２％ ３２０ha

9,700
5,169,653

2,606,969前年度

（Ｈ11年度）
６３％ ６３％ ４８０ha

11,122
2,653,125

2,523,664本年度

（Ｈ12年度）
６４％ ６４％ ６４０ha

8,090
2,557,561

＋201,165本年度補正後

（Ｈ12年度）
６４％ ６５％ ６４０ha

0
＋201,165

1,362,695翌年度

（Ｈ13年度）
６６％ ８００ha

8.600
1,398,729

計画目標年次

（Ｈ 年度）
６４％ ８００ha
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７ 翌年度（H12年度）の基本事務事業における事務事業戦略プランシート(PPM : Project Portfolio Matrix)

＜必要概算コスト： ☆５億円以上 ◎～１億円 ◇～５千万 △～１千万 ・１千万未満 ＊休止・廃止＞

基本事務事業の成果向上への貢献度合

直接的に貢献する

 

間接的に貢献する

貢献度合の考慮外

～活動基盤となる

事務事業など

 

即効性（２年以下） 中期的（３年～５年）        長期的（６年以上）
効果発現までの期間

※ 各事務事業名の右に付した矢印は、それぞれの事務事業に対する力の入れ具合である「注力」の変化の方向を表している。

         

◎組合等土地区画整理事業 受託事業↑  ◎組合等土地区画整理事業↑
◎地方特定道路整備事業 受託事業↑    ◎住宅宅地関連公共施設整備促進事業↑
＊住宅宅地関連公共施設促進整備事業    ◎緊急地方道路整備事業↑
                     受託事業（休止） ◎地方特定道路整備事業↑

・農住組合推進事業費↑

＊土地区画整理組合貸付金事業（休止）
△土地区画整理組合県債償還金事業→
・市町村都市計画事業指導監督費（区画分）→
＊農住組合推進事業事務費（休止）

・住情報・相談体制ネットワーク化事業↑
・５５改造アドバイザー養成支援事業↑

・ 安否確認システム支援事業↑
・環境共生優良住宅（団地）支援事業↑

・復興都市計画事業費→
・都市計画土地区画整理
事業清算基金積立金→
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８ 基本事務事業を構成する事務事業の詳細

※ 新規事務事業には、事務事業名に（新）を付す

事務事業名

（担当課）
成果指標名 事務事業の概要

13年度

予算額

（千円）

予算額

前年度比

（±千円）

13年度

所要時間

（時間）

所要時間

前年度比

（±時間）

農住組合推進事業費

（建築住宅課）

区画整理整備率 市街化区域内農地を活用する農住組合が実施する土地の

現況調査、公共施設の基本設計、事業実施計画の策定等

に対し、指導、補助を行う。

11,250 ＋9,375 200 ＋10

住情報・相談体制ネッ

トワーク化事業

情報提供方法の整備、相談対応体制の検討
14,950 ＋14,950 600 ＋600

５５改造アドバイザー

養成支援事業

建築技術者に対し、身体機能や介護の動作に適した基本

的知識についての講習会を実施し、講習受講者を登録す

るなどにより活用を図る。

259 ＋259 100 ＋100

安否確認システム支援

事業

住宅に水センサー等の緊急通報装置を設置する。
3,775 ＋3,775 100 ＋100

環境共生優良住宅（団

地）支援事業

エネルギー・環境問題に配慮した住宅さらに住宅団地に

ついて表彰を行う。
542 ＋542 200 ＋200

組合土地区画整理事業

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 土地区画整理事業の認可を行い、「組合等区画整理事業

実施要領」に基づき、区域内の幅員１２㍍以上の都市計

画道路の整備に対して補助することにより、当該道路の

築造及び宅地造成の一部を負担することで道路整備と市

街地の整備との一体的な整備を図る。

390,000 +5,000 1,300 0

住宅宅地関連公共施設

整 備 促 進 事 業

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 同上

585,000 －145,000 1,100 0

緊急地方道路整備事業

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 同上

280,000 －144,000 1,100 0

地方特定道路整備事業

（まちづくり推進課）

区画整理整備率 同上
70,000 －339,000 1,100 0
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（再掲）

復興都市計画事業費

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 戦災復興土地区画整理事業により換地処分を受けた住民

からの問い合わせに対し、資料の検索、閲覧、説明等を

行う。

2,118 －3,854 700 0

都市計画土地区画整理

事業清算基金積立金

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 戦災復興土地区画整理事業の清算金により事務処理を図

る。
1,660 ＋ 1,230   100   0

市町村都市計画事業指

導 監 督 費

（まちづくり推進課）

（再掲）

区画整理整備率 市町村都市計画事業の指導監督調査に要する経費（区画

分） 3,141 －246   2,000 0


